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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、常に法令遵守を念頭に置き、より高い企業価値の向上を図るため、経営における健全性と効率性に加え、経営環境の変化に迅速かつ
的確に対応できる体制を確立していくことが重要であるとの強い認識を持っております。そのためにも、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等
の全てのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、コーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があ
ると考えております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資者に対して経営の透明性を高めていく所存であります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】議決権電子行使プラットフォーム利用等、招集通知の英訳

　当社は、2023年１月27日開催の第63期定時株主総会より議決権の電子行使制度を導入いたしました。議決権行使プラットフォームの利用や招
集通知等の英訳等については、現時点で当社の株主構成として、機関投資家や海外投資家比率が低いため、採用しておりません。今後、株主構
成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則２－４－１】中核人材の登用等における多様性の確保

　当社は、性別、国籍及び中途採用者等区別することなく、意欲と能力のある優秀な従業員が平等に管理職登用への機会が得られるような人事
評価システムを整備しております。

　現在、女性、外国人等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、今後も、従業員が最大限の能力を発揮できる職
場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。

【補充原則３－１－２】英語での情報開示・提供

　当社は現時点において、海外投資家比率が３％未満であるため、英語での情報開示は行っておりません。

　今後、海外投資家比率が高くなった場合、英語での情報開示を検討してまいります。

【補充原則３－１－３】【補充原則４－２－２】サステナビリティについての基本的な方針、取組み

　当社は、サステナビリティ経営を全社で横断的に推進するため、2025年10月に代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置い
たしました。サステナビリティ委員会は、各部門・子会社の部門長を中心に構成され、定期的に各施策の確認・協議を行い、課題や活動内容を取
締役会に報告しております。また、取締役会においては、サステナビリティ委員会からの報告に基づいて、サステナビリティ全般に関する対応方
針、実行計画等について、審議・監督を行っております。

　当社は、営業車両のハイブリッド車への変更に加えて、子会社事務所のLED照明への切替えなどに取り組み、消費電力の抑制を図っておりま
す。また、WEB請求書の導入やWEB機能活用によるFAX利用の削減等、社内のあらゆる業務でペーパレスに取り組むことでCO２削減に努めてお
ります。

　気候変動への対策につきましては、国産杉の丸太（以下、杉丸太という。）を取り扱う企業として、二酸化炭素を吸収し長期間貯蔵する働きのあ
る木材資源を余すことなく活用することにより、脱炭素社会の実現・資源環境の保全に向け、事業活動を通じ温室効果ガスの削減、環境負荷の低
減等に取り組んでおります。また、製材する杉丸太の樹齢はおおよそ50年超（直径28cm～100cmの）であるため、樹齢10年の若木と比較して二酸
化炭素の吸収量は約７割減少しております。2025年10月期においては、前期比5.3％増の約23万本（長さ４㍍）の杉丸太を製材し、国内の森林の
若返りに加え、合法木材の利用促進によって持続可能な森林資源の活用実現に貢献しております。

　なお、外部機関の協力のもと、当社で製材する杉丸太の二酸化炭素吸収量を測定（新たに植林を行った場合の吸収量の差）し、「事業貢献度」と
いう形での数値化の検討を始めております。

　当社は、現時点の人的環境から、具体的な指標・目標を定めるには至らないものの、人材の多様性確保の観点から、今後は正規雇用の採用の
際に女性割合の向上を目指すとともに、女性・男性ともに働きやすい職場環境の整備・改善に向けた取り組みを推進してまいります。

　なお、サステナビリティ基本方針の策定やマテリアリティ（重要課題）の特定を進め、2026年４月を目途に当社ホームページ上にて公表を行う予
定としております。その中で女性管理職比率等の具体的な指標・目標を開示してまいります。

　また、環境問題への取り組みは、エネルギー使用に伴って発生するCO２排出量（Scope１・２）を定期的に把握しておりますので、削減に向けた対
応や目標設定については、今後検討を進めてまいります。

【補充原則４－１－３】最高経営責任者（CEO）等の後継者計画

　当社は、役員の定年基準内規を制定しており、適切に世代交代が進むように経営の循環を促す体制としておりますが、最高経営責任者（CEO）
等の後継者計画については現時点において、明確な定めはありません。今後の経営戦略、事業展開等の状況に応じて取締役会で検討してまいり
ます。

【補充原則４－２－１】中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定

　取締役の報酬につきましては、固定月額報酬に加え、中長期的な業績と連動する報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

　今後におきましても、持続的な成長に向けた取締役報酬のあり方や報酬額について、取締役会での議論を重視しながら総合的に検討してまいり
ます。

【原則４－８】独立社外取締役の有効な活用

　当社は、独立社外取締役１名を選任しておりますが、独立社外取締役独自の観点から経営陣に対する提言や監査役と協働した監督を行うな



ど、経営陣や監査役と連携しており、現時点において、独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。加えて、社外監査役３名とも独立
役員として届出しており、合計４名の独立役員で十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えております。

　ただし、今後、当社の企業規模の拡大、又は事業特性や当社を取り巻く環境が変化することにより、独立社外取締役を増員する必要が生じた場
合には、候補者の選任を検討してまいります。

【補充原則４－８－１】独立社外取締役による会合の定期開催、情報交換、認識共有

　当社の独立社外取締役は１名であります。そのため、必要に応じて独立社外監査役との連携を図り情報交換・認識の共有を進める体制を構築
しております。

　なお、今後２名以上独立社外取締役が選任された時点で、独立社外者のみの会合開催などの必要性について検討してまいります。

【補充原則４－８－２】筆頭独立社外取締役の互選

　当社の独立社外取締役は１名であります。そのため、必要に応じて独立社外監査役との連携を図り情報交換・認識の共有を進める体制を構築
しております。

　なお、今後２名以上独立社外取締役が選任された時点で、独立社外取締役の互選の是非を検討してまいります。

【原則４－10】【補充原則４－10－１】指名・報酬委員会等任意の仕組みの活用

　当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会メンバーの過半数に達しておりません。現在、独立した指名・報酬委員会は設置
しておりませんが、取締役・経営陣幹部の指名につきましては、実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、取締役会で充分に審議を行い決定して
おります。また、報酬についても、取締役会より一任された代表取締役社長が株主総会で決議された報酬総額の枠内において、各取締役の能
力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、決定しております。

【補充原則４－11－３】取締役会全体の実効性の分析・評価

　当社の取締役会は、社外取締役及び社外監査役を含めた発言や質疑応答の議論の状況から、その実効性が保たれていると考えております
が、取締役会全体の実効性の分析・評価及びその開示につきましては、実効性の評価手法も含め、今後の検討事項といたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】政策保有株式

（１）政策保有に関する方針

　当社は、単なる安定株主としての政策保有はいたしません。

　当社は、取引維持・強化を図ることにより、中長期的な企業価値向上に資すると判断した企業の株式を保有することがあります。

　保有する株式については、個別銘柄毎に保有目的及び合理性について中長期的な観点から精査し、年１回、保有の適否を取締役会にて検証し
ております。

　検証においては、経営戦略上の重要性や取引の維持・強化等事業上の関係での必要性等に基づく保有の合理性を検証した上で、配当・取引額
等の定量効果と資本コストの比較により資本の効率性等を総合的に勘案して、当社の企業利益の向上に繋がるか否かを基準としております。

　その結果、継続して保有する意義が乏しいと判断した銘柄については順次縮減に努めるものとしております。

　なお、当社は、当社株式を政策保有株式として保有している会社から、当社株式の売却の申し出があった場合、当該会社との取引を縮減するこ
と、その他の取引に関する制限を示唆することなどにより、売却を妨げる行為は行いません。

（２）議決権行使に関する基準

　当社は、当該企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に繋がるかどうかについて、発行会社の状況や取引関係等を踏まえた上で総
合的に判断することとしております。

【原則１－７】関係当事者間の取引

　当社は、役員と主要株主等との取引を行う場合は、取締役会の決議事項としており、会社や株主共同の利益を害することのないよう取引の重要
性について協議の上、決定しております。また、特別の利害関係を有する取締役は当該議案については議決権を行使できない旨、取締役会規則
に定めております。

　なお、役員及びその近親者（二親等内）と当社との取引の有無については、毎年定期的に調査を実施しております。

　

【原則２－６】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社は、企業年金を運用しておりませんので、アセットオーナーには該当しておりません。

【原則３－１】情報開示の充実

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社の経営理念は、顧客満足・社員満足であります。これは「お客様が満足して使用できるものを生産・提供することにより社会に貢献し、それ
により社員の生活の向上を図り、株主の皆様に利益を還元していく」という意味であり、当社のホームページ（https://orvis.co.jp/company/）にて代
表取締役メッセージ（ごあいさつ）として掲載しております。また、経営戦略及び経営計画は、当社ホームページ（https://orvis.co.jp/ir/）の有価証
券報告書、決算短信及び決算説明資料（中期経営計画）などで開示しております。

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社は、常に法令遵守を念頭に置き、より高い企業価値の向上を図るため、経営における健全性と効率性に加え、経営環境の変化に迅速かつ
的確に対応できる体制を確立していくことが重要であるとの強い認識を持っております。そのためにも、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等
の全てのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、コーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があ
ると考えております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資者に対して経営の透明性を高めていく所存であります。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長で
あり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、こ
れまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定することとしております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の選任を行うに当たっては、役割に応じた判断能力、経験、人柄等を検討し、取締役会決議に
て選任しております。また、解任については、職務執行に関する懈怠、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があると認められ
る場合、又は健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会で決議することとしております。



（ⅴ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　当社は、社外取締役・社外監査役以外の取締役・監査役候補につきましては、「定時株主総会招集通知（参考書類）」において当該候補者の略
歴及び選任理由を開示しております。

【補充原則４－１－１】経営陣に対する委任の範囲

　当社は、「取締役会規則」及び「取締役会決議事項」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めております。また、業務執行を迅速
に行える様に「職務分掌権限規程（職務分掌権限基準表）」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則４－９】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に合致することを前提に会社経営等による豊富な経験や経歴、人格及び見識等を備え、客
観的な立場から率直に意見を述べることで取締役会の活性化に貢献できる候補者を選任することとしております。

【原則４－11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件【補充原則４－11－１】取締役全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び
規模

　取締役会の実効性を高めるため、取締役の社内・社外のバランスを重視しています。経営の決定機関として取締役会が迅速かつ適正に意思決
定を行うことができる様、各部門に精通した業務執行取締役を中心に選任しているほか、社外取締役が独立した立場から適切な意見・指摘をもと
に監督機能を果たしております。社外取締役の任命においては、企業経営者としての経験を有している等、多様なバックグラウンドを有する人材を
選任しております。また、社外監査役３名のうち２名は、金融機関及び税務行政機関での豊富な知識・経験を有しており、財務・会計に関して適切
な知見を有する人材を選任しております。

　個々の知識・経験を当社の経営に反映させ、かつ、相互に専門分野を補完することで、取締役会・監査役会を機能させる様、努めております。

　選任手続きにつきましては、【原則３－１（ⅳ）】に記載のとおりであります。なお、スキルマトリックスにつきましては「第65回定時株主総会招集ご
通知（参考書類）」をご参照ください。

【補充原則４－11－２】役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況

　取締役及び監査役の他の上場会社の役員兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則４－14－２】取締役・監査役のトレーニングの方針

　当社は、新任取締役には、期待される役割・責務を適切に果たすために新任取締役向けの外部セミナーを受講させ、その役割・責務に係る理解
を深めさせております。

　社外取締役・社外監査役に対しましては、会社の事業及び機能等を十分に説明し、定期的に経営陣幹部との情報交換・相互研鑽の場を設けて
おります。

　また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役に対しましては、その役割および責務を果たすために必要とされる事業・財務・組織等に関
する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っております。

【原則５－１】株主との建設的な対話に関する方針

　当社は、ＩＲ担当取締役を指名するとともに、経理部を中心としたＩＲ体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や
投資家からの取材にも積極的に応じております。個人投資家向けには、期末の決算発表後に決算説明会を開催し、代表取締役社長が、決算内
容及び業績見通し、経営戦略等を説明しております。それらの内容については、当社ホームページ（https://orvis.co.jp/ir/）にて開示しております。

　なお、株主からの意見・懸念事項等につきましては、経営陣に対し適時・適切にフィードバックしております。また、情報開示にあたっては、関連
法規に従い積極的な開示に努めるとともに、株主等との対話に際しては内部情報管理規程に基づき、インサイダー情報の漏洩防止の徹底を図っ
ております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年1月10日

該当項目に関する説明

　2026年１月10日にアップデートを行い、当社ホームページにて公表（決算説明資料　2025年10月期　個人投資家向け決算説明資料P36、P37、P
38、P39、P40）しております。

　　

　https://orvis.co.jp/ir/

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

中浜　勇治 438,670 24.73



㈱和幸 164,300 9.26

肥田　亘 50,000 2.82

藤井　實 48,000 2.71

大阪中小企業投資育成㈱ 44,000 2.48

宇藤　秀樹 43,000 2.42

鹿野産業㈱ 41,900 2.36

萩野　幸治 41,900 2.36

山本　康司 40,000 2.25

中山　恒一 26,600 1.50

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 10 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長



取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小山　幹夫 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小山　幹夫 ○

　小山幹夫氏は、当社の取引先である㈱
広島銀行及びひろぎんリース㈱の業務執
行者でありました。なお、当社と同行及び
同社との間には、借入等及びリース取引
があります。

　長年の銀行実務と豊富な会社経営の経験を
社外取締役としての職務の遂行に活かしてい
ただけるものと判断しております。

　同氏は、当社の取引先である㈱広島銀行に
おいて2013年まで、ひろぎんリース㈱において
2016年までそれぞれ業務を執行しておりました
が、同社を退職してから相当な期間が経過し、
同行の意向に影響される立場にないと判断し
ております。また、東京証券取引所が定める
「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」
等に照らし、独立性を有するものと考え、独立
役員に指定するものであります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役及び内部監査室は、会計監査人と定期的に三様ミーティングを開催し、十分な連携を確保しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松村　清治 他の会社の出身者 △

長井　紳一郎 弁護士

近藤　哲英 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松村　清治 ○

　松村清治氏は、当社の取引先である㈱
広島銀行の業務執行者でありました。な
お、当社と同行との間には、借入等の取
引があります。

　金融機関での豊富な経験や幅広い見識を監
査役の監査業務に活かしていただけるものと
判断しております。

　同氏は、当社の取引先である㈱広島銀行に
おいて2021年まで業務を執行しておりました
が、同氏が当社の直接担当者であったことはな
く、同行の意向に影響される立場にないと判断
しております。また、東京証券取引所が定める
「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」
等に照らし、独立性を有するものと考え、独立
役員に指定するものであります。

長井　紳一郎 ○ ―――

　弁護士として、内部統制やコンプライアンスに
おける専門的な知識と豊富な経験を監査業務
に活かしていただけるものと判断しております。
また、東京証券取引所が定める「独立役員の
確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独
立性を有するものと考え、独立役員に指定する
ものであります。



近藤　哲英 ○ ―――

　税理士として、会計及び税務における専門的
な知識と豊富な経験を監査業務に活かしてい
ただけるものと判断しております。また、東京証
券取引所が定める「独立役員の確保に係る実
務上の留意事項」等に照らし、独立性を有する
ものと考え、独立役員に指定するものでありま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。　

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

　株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役（社外取締役を
除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました（2020年１月30日開催の定時株主総会にて決議）。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　2025年10月期における取締役の年間報酬総額は101,391千円（うち社外取締役3,780千円）、　監査役の年間報酬総額は10,374千円（うち社外監
査役10,374千円）であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長で
あり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、こ
れまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定することとしております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の
範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役を直接サポートする専従スタッフはおりませんが、総務部を通じて、会議開催の通知及び会議資料の事前配付等を
行っております。また、必要に応じ総務部又は経理部所属の社員が業務の補佐を行うこととしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１ 取締役会

　取締役会は、取締役８名（うち社外取締役１名）で構成されております。取締役会は定例として毎月１回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催
し、当社の経営方針及び経営計画、年度予算その他重要な事項に関する意思決定を行っております。

２ 監査役会

　監査役会は、監査役３名全員が社外監査役であります。各監査役は、取締役会等に出席し重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監
視、監督しております。

３ 独立役員

　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みのひとつとして、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員（社外取締役１名、社外監
査役３名）に指定しております。

４ 内部監査室

　当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室（１名）を設置し、年次監査計画に基づき、業務活動全般にわたる監査を実施し
ております。監査実施結果は、代表取締役のみならず、取締役会及び監査役会へ報告するとともに、後日、改善状況の確認のため、フォローアッ
プ監査を行っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を実施し、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る
内部統制の評価手続きの一環として総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管するコンプライアンスの推進、リスク管理、決算・財務報告等
の業務活動に対し監査を行っております。

　なお、監査役、内部監査室、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効果的かつ効率的な監
査を実施するように努めております。

５ 弁護士及び会計監査等その他第三者の状況

　顧問弁護士との顧問契約に基づき法律全般及び重要な法務的課題について相談し、検討、対策を実施しております。また、会計監査人に有限
責任あずさ監査法人を選任しており、同監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。

　会計監査を執行した公認会計士の氏名等は、指定有限責任社員業務執行社員鈴木重久氏、福島康生氏であります。

６ 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を
締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、社外取締役１名を含む取締役８名による名による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、３名全員が社外監査役である監
査役による中立的・客観的監視のもと、経営の透明性と公正性を維持しており、効率的な経営システムと経営監視機能が十分機能する体制が整
備されているものと判断しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　2026年１月29日の株主総会開催日に対し、2026年１月９日に株主総会招集通知を発送
するとともに、2026年１月６日にTDnetにて公開し、同日当社ホームページIRサイトにも掲
載しております。

集中日を回避した株主総会の設定 　当社は10月決算であり、集中日に該当する開催はありません。

電磁的方法による議決権の行使
　パソコンやスマートフォン等を利用したインターネットによる議決権行使を行うための環
境を整備しております。

２．ＩＲに関する活動状況



補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

　代表取締役による個人投資家向けオンライン説明会を年１回開催しておりま
す。オンライン説明会は、開催回ごとにテーマを設けており、直近で開催した説
明会のアーカイブは、当社ウェブサイトの「IR情報　IRニュース」のページからご
覧いただけます。

　

あり

IR資料のホームページ掲載

　当社のホームページ内にＩＲサイト（IR情報）を設け、決算短信、その他の適時
開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、財務データ、株主総会の招集通
知、株主通信、決算説明会資料、コーポレート・ガバナンス報告書等を掲載し、
投資家の皆様が閲覧できる環境を整えております。

IRに関する部署（担当者）の設置

　経理部にＩＲ担当者を配置しております。

　また、決算説明会資料の末尾に「IR担当窓口」として問い合わせ先の連絡先
を記載しております。

　なお、IR担当役員として取締役経理部長を任命しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　個人情報保護規程を制定し、運用しております。また、個人情報保護に関する基本方針
を策定し、当社のホームページ及び事務所等に掲示しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　　当社は、会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本的な考え方を、「内部統制基本方針」として取締役会において以下のと
おり定めており、同方針の適切な運用に努めております。

１　当企業集団の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範は、経営理念及び年度経営基本方針を基本として、社内諸規程及びマニュアル等と
する。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当企業集団の役職員に
対し行動規範等に関する研修等を実施する。

（2）内部監査部門は、総務部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、通常の内部監査手続に準じて社長及び監査役会に報告する。

（3）法令上疑義のある行為等について、当企業集団の役職員が直接情報提供を行うホットライン（総務部長、経理部長、監査役のＥメールアドレ
ス）を設置、運営する。

（4）当社は、通報内容を秘守し、通報を行った当企業集団の役職員に対し、当該通報を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止
し、その旨を当企業集団の役職員に対し周知徹底する。

２　当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（1）文書管理規程に従い、当企業集団の取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し保存する。

（2）当企業集団の取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できる。

３　当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及びその他管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、ガイドライ
ンの制定、マニュアルの作成、配付、研修等を実施するものとし、組織横断的リスク状況の監視及び当企業集団全体の対応は、総務部が行う。

（2）新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。

４　当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）取締役会は、当企業集団の取締役、社員が共有する当企業集団全体の目標を定める。

（2）業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び意思決定ルールに基づく権限委譲を含めた効率的な達成の方法を定
める。

（3）取締役会は、ＩＴを活用して定期的に業績等の進捗状況を確認、改善を促すことを内容とする、当企業集団全体の業務効率を向上させるシステ
ムを構築する。

５　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に
関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査役は、内部監査室、総務部又は経理部所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができる。

（2）監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとし、当社は、そ
の体制について当企業集団の役職員に対し周知徹底する。



６　当企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

（1）当企業集団の取締役は、監査役に対して、法令の事項に加え、当企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライア
ンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。

（2）当企業集団の役職員は、当企業集団に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び重大な法令、定款違反の事実を発見した場合には、監査役
に直接報告することができる。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役会と監査役会との協議により決定する。

（3）当社は、監査役へ報告を行った当企業集団の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨
を当企業集団の役職員に対し周知徹底する。

７　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）監査役会と代表取締役との間で定期的な意見交換会を実施する。

（2）監査役が、職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において必要でないと認められた場合を除き、速やかに
当該費用又は債務を処理する。

８　財務報告の信頼性を確保するための体制

　　　当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書を定め、財務報告に係る内部統
制が有効に機能するための体制を構築し、それらを整備、運用し、財務報告の信頼性の更なる向上に努める。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨み、一切関係を持たない。

・不当要求等の問題が発生した場合には、警察及び関係機関や弁護士との連携を緊密に行い対応にあたる。

・政府機関又は関係機関が公表した反社会的勢力の排除に関する資料等を当企業集団全体に配付した上で、定期的に研修等を実施する。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】

　当社は、ステークホルダーの皆様の信頼を損なわないよう、適時開示等規則その他の関連諸法令・諸規則を遵守しつつ、透明性・公平性・継続
性を基本とした迅速な情報開示を行います。

１ 会社情報の適時開示の方法

　当社では、統括情報管理責任者の指示により、適時開示資料を作成し、ＴＤｎｅｔを通じて開示を行っております。また、同システムにより公開した
後は、速やかに経理部が当社ホームページに掲載しております。

２ 会社情報の適時開示に係る社内体制の状況

　当社は、内部情報が発生した場合、子会社を含む各部署長はただちに統括情報管理責任者に報告します。統括情報管理責任者は必要な情
報・資料を収集し関係部署長と協議する等、事実関係を迅速に把握しております。

　統括情報管理責任者は、開示すべき会社情報の正確性と開示制度・基準との適合性を確保するため、必要に応じて、東京証券取引所・顧問弁
護士・監査法人・証券代行機関・幹事証券会社等に相談・確認を行い、アドバイスを受けて慎重かつ正確な開示に努めております。

３ 東京証券取引所への適時開示

　重要な決定事実及び決算情報については、取締役会承認後、開示が必要となる場合には速やかに開示を行います。

　重要な発生事実については、統括情報管理責任者が代表取締役に報告のうえ、適時開示等規則に従い、必要に応じて速やかに開示します。



 

 

〔コーポレート・ガバナンス体制の模式図〕 
 

 



〔適時開示体制の概要〕 

決定事項、決算情報 発生事実 

情報管理者
（子会社含む各部署長） 

（内部情報の報告） 

情報管理責任者 

（各事業部長） 

（内部情報の報告） 

統括情報管理責任者に報告 

社長、統括情報管理責任者及び関係部署等による協議 

統括情報管理責任者 

情報開示（証券取引所、当社ホームページ） 
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